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令和７年第１回立川市農業委員会総会日程 

 

日時  令和７年１月２４日（金）午後３時 

会場  立川市役所２１０会議室 

 

１ 開会 

２ 議事録署名委員の指名 

３  報告事項 

 （１）事務報告 

（２）農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

（３）農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

４  議事  

  議案第１号  引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

５  その他  

 （１）その他 

６  閉会  
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令和７年第１回立川市農業委員会総会 

                 令和７年１月２４日（金） 

                 立川市役所２１０会議室 

 

 

議  席   氏      名  議  席   氏      名  

 １番  鈴  木    豊  君  １０番  鴻  地  文  武  君  

 ２番  嶋  田  貞  芳  君  １１番  岩  崎  紗矢佳  君  

 ３番  髙  杉  晋  一  君  １２番   

 ４番  内  野  智  行  君  １３番  宮  岡  広  行  君  

 ５番  橋  本  良  子  君  １４番  田  中  佐  一  君  

 ６番   １５番  清  水  茂  男  君  

 ７番   １６番  川  野    進  君  

 ８番  横  幕  玲  子  君  １７番  岡  部  良  己  君  

 ９番  森  谷  一  郎  君    

 

 

事務局職員 

   局長  井  上  隆  一  君  

次長  八  谷  俊太郎  君  

   係長  熊  谷    寛  君  

   主事  小  林  史  弥  君  
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午後３時００分 開会  

議 長   皆 さ ん 、 改 め ま し て 、 こ ん に ち は 。 昨 年 は 、 皆 さ ん に い ろ

いろ協力していただきましてありがとうございます。また、本

年もどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 １月は行事自体はそんなには少なかったと思いますが、これ

から２月は農業者大会、また振興会議との合同視察などいろい

ろ行事が迫っておりますので、また来月はお忙しいかと思いま

すけれども、御協力お願いしたいと思います。 

 今、本当にこの寒さ、また雨が降らないような影響で野菜の

ほうも非常に高値が続いている最中でございます。またそうい

う中で、農家の皆さんも忙しいとは思います。私たち農業者も

物価高というか肥料のほうも非常に高くなったり、資材が高く

なっているということで、たまにはこのように野菜のほうも高

くなくては経営的にも厳しいのかななんて思っております。 

 今後も高値が続くというより野菜の安定した価格が続けばも

っといいのかななんて思っておりますので、私たち農業委員会

としましても、東京都にもそういった要望とかも、東京都の常

設委員会でも資材等の、また肥料等のそういった助成について

も要望を出していきたいと思っておりますので、また今後とも

よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、ただいまより令和７年第１回立川市農業委員会総

会を開催いたします。 

 立川市農業委員会規則第６条の規定を満たす数の委員に御出

席いただいておりますので、本総会は成立しております。 

 本日、総会に付議すべき項目は別紙のとおりでございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、座らせていただきます。 

 

議長   初めに、議事録署名委員の指名です。 

 今回は、８番の横幕委員、９番の森谷委員にお願いしたいと

思います。 

 それでは、（１）事務報告、（２）農地法第４条第１項第７
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号の規定による届出が５件、（３）農地法第５条第１項第６号

の規定による届出が１件、一括して事務局より説明をお願いし

ます。 

局 長   そ れ で は 、 初 め に 報 告 事 項 、 （ １ ） 事 務 報 告 を 行 わ せ て い

ただきます。 

 恐縮でございますが、着座の上、御報告申し上げます。 

 １月７日（火）、北多摩地区農業委員会連合会の理事会が開

催されまして、会長、事務局が出席いたしました。 

 １月９日（木）、都市農地等の保全に向けたワークショップ

が開催されまして、事務局が出席いたしました。 

 １月１６日（木）、地域計画の説明会が開催されまして、会

長、職務代理、岡部委員、川野委員、事務局が出席いたしまし

た。 

 １月１７日（金）、東京都農業会議常設審議委員会が開催さ

れまして、会長が出席なさいました。 

 委員会といたしまして、１月１５日（水）に１月の総会に向

けた現地調査を、２４日（金）午後３時より第１回総会、終了

後全員協議会を開催いたします。 

 明日以降でございます。 

 １月２９日（水）、北多摩西部地区農業委員会検討会が開催

されまして、会長、職務代理、事務局が出席を予定してござい

ます。 

 ２月１２日（水）、東京都農業会議常設審議委員会が開催さ

れまして、会長が出席なさる予定でございます。 

 ２月１３日（木）、北多摩農業委員会優秀農業経営者表彰式

が開催されまして、会長、田中委員、事務局が出席を予定して

おります。 

 ２月２０日（木）、第６６回東京都農業委員会農業者大会が

開催され、農業委員、事務局が参加を予定しております。 

 委員会といたしまして、２月２０日（木）、午後６時より顕

彰事業受賞者の祝賀会をホテルエミシア東京立川で行います。 

 また、２月１４日（金）に２月の総会に向けた現地調査を、
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２５日（火）午後３時より第２回総会、終了後全員協議会を開

催いたします。 

 報告事項、（１）事務報告は以上でございます。 

 続きまして、農地法に基づく届出に関する報告でございます。 

 報告事項、（２ )農地法第４条第１項第７号の規定による届

出５件について御報告申し上げます。 

 申請人の氏名、住所につきましては記載のとおりでございま

す。 

 １件目、農地の所在は富士見町一丁目１筆。地目は登記簿上

が畑、現況は宅地。面積は１２６㎡。転用目的は事業用地でご

ざいます。 

 ２件目、農地の所在は西砂町一丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況も畑。面積は３１６㎡。転用目的は住宅用地でござ

います。 

 ３件目、農地の所在は砂川町四丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況も畑。面積は５０２㎡。転用目的は駐車場用地でご

ざいます。 

 ４件目、農地の所在は砂川町四丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況も畑。面積は３１２㎡。転用目的は駐車場用地でご

ざいます。 

 ５件目、農地の所在は西砂町六丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況も畑。面積は６２９㎡。転用目的は住宅用地でござ

います。 

 それぞれ、周辺略図を御参照いただければ幸いでございます。 

 続きまして、報 告事項、（３ )農地法第５条第１項第６号の

規定による届出１件について御報告いたします。 

 申請人の氏名、住所につきましては記載のとおりでございま

す。農地の所在は砂川町八丁目の１筆。地目は登記簿上が畑、

現況も畑。面積は２，２５０㎡の内４７８．８㎡。転用目的は

事業用地でございます。 

 こちらは公共工事における貸借の一時転用となっております。

周辺略図を御参照いただければと思います。 
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 報告は以上でございます。 

議長   ありがとうございました。 

 ただいま報告のありました件について、何か御質問がありま

したらお願いしたいと思います。 

 田中委員、お願いします。 

１ ４ 番  第 ５ 条 関 係 で す け れ ど も 、 一 時 転 用 、 工 事 を 前 に 通 っ た ら

やってたんですが、掘削を、それで一時転用、元に戻すときに

は今掘削したところを元に戻すというような条件なんですか。 

議長   事務局、お願いします。 

係長   こちらの件につきまして、御報告申し上げます。 

 転用の手続、届出が出ました際に、工事が終わり次第、元の

状態に戻していただくという条件で一時転用していただくこと

で届出は受理させていただいております。また、元に戻した状

態の写真を撮影していただきまして、そちらの提出をしていた

だき、現況が畑、元に戻った状態になることを確認させていた

だくことになっております。 

 以上です。 

議長   ありがとうございます。 

 田中委員、よろしいでしょうか。 

１４番 了解です。 

議長   そのほかございますか。 

 私のほうから、これは全然そんな問題ではないんですけれど

も、ちょっと聞きたいので、農地法第４条の１番のこの方の施

設ということで、鉄筋２階建て自動車教習所関連の施設、コー

ス等と書いてあるんですけれども、ここは教習所か何かですか。

そんな大きな問題ではないんですけれども。 

次長   次長のほうから回答させていただきます。 

 こちらの場所につきましては、西側の用地、商業施設があっ

た場所になるんですけれども、こちらも含めまして、自動車の

教習施設になるということで、対象になる方は高齢者向けのと

いうことで話を聞いているところでございます。 

議長   ありがとうございました。 



-  7  -  

 そのほかはございませんか。 

 岩崎委員、お願いします。 

１ １ 番  一 時 転 用 の こ と な ん で す け れ ど も 、 こ れ は 期 間 は ど の く ら

いのものなんですか。あるいは工事が伸びた場合、転用期間も

伸びたりするものなんでしょうか。 

係 長   こ ち ら の 一 時 転 用 な ん で す が 、 工 事 の 期 間 に つ き ま し て は

１月８日から３月７日を予定しているということでございます。

一時転用として受けさせていただくものにつきましては、農地

法の転用の処理の基準のほうで、原則３年以内の期間というこ

とで定められておりますので、その期間で一時的に転用したも

のとして受けさせていただいております。 

 また、工事につきましては、あくまで予定ということで、も

う少し短くなる可能性があるということで、話を伺っておりま

す。 

１ １ 番  追 加 で 質 問 な ん で す が 、 そ う す る と そ の 農 地 法 の 処 理 基 準

に、一時転用というのは３年以内というのは私も見たことがあ

るんですけれども、そうするとここで言う工事は２か月程度で

終わる可能性があるかと思うんですけれども、それをもっても

２か月で終わる工事のために３年間の一時転用をするという、

これは許可ではないので届出なのであれなんですけれども、そ

うすると写真を後からもらうということでしたけれども、戻り

ました、いつ戻しましたかという、その写真はいつもらうんだ

ろう、転用期間が終わった後もらうんだと思うんですけれども

どういうあれなんですか。 

係 長   こ ち ら の 書 類 の ほ う を 受 理 さ せ て い た だ く 際 に 、 工 事 が 終

わりましたら、速やかに元に戻した状態の写真をこちらのほう

に提出をお願いしております。転用の期間、こちらのほうはい

つからいつという形であくまで工事の期間で、受理の手続の際

には工事期間という形で日程のほうにつきまして確認させてい

ただいていまして、そちらの工事が終わり次第、速やかに元に

戻してくださいという位置付けで受理をさせていただいている

ということです。 
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１ １ 番  今 回 の 業 者 さ ん は 大 丈 夫 だ と 思 う ん で す け れ ど も 、 例 え ば

工事が終わった後、転用したものを元に戻さないような悪徳業

者がいた場合に、工事が終わったんだから戻してくださいよと

行政指導をしても、いやいや転用期間は３年間あるよねという

ことで逃れられてしまうという、そういうことを気にしての質

問なんですけれども、今回については工事が終わった後に速や

かに元に戻してあるか確認するという、そういう趣旨で、それ

で直さなかったら行政指導をしていくという、指導をしても直

らなかった場合には現状回復命令は出せるものなんですか。 

 ここで結論までお聞きするつもりはないんですけれども、最

近転用の現状回復命令の事例というのを幾つか、東京都ではな

いんですけれども見まして、転用した後、約束どおり戻さない、

一時転用でその後に戻さないという事例を幾つかちょっと見て

おりまして、そのときには最終的には現状回復命令という行政

処分を出すことになると思うんですけれども、今回の場合でい

ったら、転用期間が３年間というふうになっているとしたら、

３年後の転用期間が切れた後にしか現状回復命令を出せないの

だったら、それはあまり意味のないことだと思ったので、今回

は直してくれると思いますけれども、もしも直さなかった場合

とか、そういうところでどういう見通しを持っているのかなと

いう質問でした。 

 この場で結論が欲しいというわけではございません。問題提

起という趣旨でございます。 

局 長   今 、 岩 崎 委 員 が お っ し ゃ っ た 内 容 で ご ざ い ま す 。 ３ 年 間 と

いう期間の中で許されているものですから、その事業者さんが

３年間あるでしょうと、その中で直しますよというふうな対応

をするとすれば、それはあまり意味のないようなことになりま

す。 

 それも逆に不利益になりますので、周辺の不利益になります

ので、それを速やかに社会通年上、それを放っておく、３年と

いうことがあるにせよ、そのまま放っておくのはよろしいこと

ではないので、その行政指導というような形で、まずは指導を
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する。  

 それでなにゆえに指導をするのかと言われたときには、周辺

環境をしっかり改善してください。現状回復してくださいとい

うようなことでお願いをして、それでも直らなければ、今度は

処分という話になりますけれども、それは法律的なところがあ

るので、逆にどこまで市のほうが関われるのか、そこは押し通

せるのかどうかというところは実際にいろいろ法務のところと

相談しながらやっていくんだろうと思いますが、ただそのまま

放置をしていくというところは多分行政としてはないだろうと

いうふうに思っているところでございます。 

１１番 承知しました。ありがとうございます。 

議長   よろしいですか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 質 問 が な い よ う で し た ら 、 報 告 事 項 に つ い て は

これで終了いたします。 

 次に議案第１号、引き続き農業経営を行っている旨の証明に

ついて６件を議題に呈します。 

 今回の現地調査では、件数が多かったため、２班に分かれて

調査を行いました。後半の４番以降の補足説明は職務代理にお

願いしたいと思います。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

次 長   議 案 第 １ 号 、 引 き 続 き 農 業 経 営 を 行 っ て い る 旨 の 証 明 に つ

きまして、説明させていただきます。着座にて失礼いたします。 

 議案第１号につきまして、農地相続人の住所・氏名につきま

しては記載のとおりでございます。 

 現地調査を鈴木会長、嶋田職務代理、宮岡委員、田中委員、

川野委員、岡部委員、内野委員、横幕委員、岩崎委員、事務局

で行いましたので、調査結果を御報告いたします。 

 議案第１号の１、幸町四丁目の１筆になります。略図１を御

覧ください。 

 略図１は砂川八番の東、五日市街道の北に広がる農地で、ニ

ンジンやネギ、ブロッコリーなどの野菜のほかブルーベリーも
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生産されておりました。また、今後の夏野菜生産のため緑肥の

作付けもされておりました。肥培管理は良好で、境界も確認で

きております。 

 続いて、議案第１号の２、富士見町三丁目の１筆になります。

略図２を御覧ください。 

 略図２は富士見町団地の北に広がる農地で、ブドウやブルー

ベリーを中心にルッコラなどの野菜も生産されておりました。

肥培管理は良好で、境界も確認できております。 

 議案第１号の３、一番町二丁目の１筆と三丁目の１筆になり

ます。略図３を御覧ください。 

 略図３は天王橋交差点の西、西武拝島線北に広がる農地とな

ります。北側の農地は、先月、都市農地貸借円滑化法による農

地の貸借が決定したところとなり、今後生産が始まる見込みと

なっております。南の農地につきましては今後の作付けのため、

耕うんをされておりました。なお、こちら農地につきましても、

現在借りたい方の希望がありまして貸借の相談を進めていると

ころとなります。どちらも肥培管理は良好で、境界も確認でき

ております。 

 議案第１号の４、西砂町一丁目の２筆となります。略図４を

御覧ください。 

 略図４は西武立川駅の西、五日市街道の南に広がる農地で、

梅や栗、柚子などの果樹のほか、今後の露地野菜の作付けのた

め、耕うんをされておりました。畑の中の２か所、猶予地から

除いている箇所は、１箇所は大きく成長した植木１本分、それ

から大きな四角のところは養鶏所となります。肥培管理は良好

で、境界も確認できております。 

 続きまして、議案第１号の５、西砂町三丁目の１筆になりま

す。略図５を御覧ください。 

 略図５は立川市の西端、横田基地に隣接する農地で、栗の生

産をされておりました。植え付けから４０年近く経過し、大き

く成長しておりますが、剪定も適正に行われており、また木の

更新もされておりました。隣接する国有地から葛のつるが伸び
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てきたり、ごみの不法投棄に悩まれているとのお話をいただい

ております。肥培管理は良好で、境界も確認できております。 

 続きまして、議案第１号の６、砂川町二丁目の３筆と三丁目

の５筆、七丁目の１筆、及び八丁目の４筆の計１３筆となりま

す。 

 まずは、略図６－１を御覧ください。 

 略図６－１は砂川三番交差点の西及び南に広がる農地となり

ます。北側の自宅裏に広がる農地ではソヨゴやモミジ、オリー

ブなどを生産されておりました。南側の農地ではハナミズキや

桜が生産されておりました。どちらも肥培管理は良好で、境界

も確認できております。 

 申請者より畑内の市所有水路跡地について、もし払下げを相

談する場合はどこかという御質問をいただきましたので、後日

事務局で確認いたしまして、道路課へ御相談いただけるようお

伝えしております。 

 続いて、略図６－２を御覧いただけたらと思います。 

 略図６－２は砂川三番の北、西武拝島線を挟んで４か所に農

地が点在しております。南西の農地ではシラカシやハナミズキ

が生産されておりました。北西の農地でもハナミズキを中心に

生産されておりました。その東の農地ではコニファーや山桜、

ソメイヨシノなどを生産されておりました。一番東の農地では

モクレンやソメイヨシノなどを生産されておりました。 

 経営の特徴として、申請者は多品目の桜を常に生産し「あそ

こに行けば桜について何とかなる」と思われていることが強み

であるとおっしゃっておりました。どこも肥培管理は良好で、

境界も確認できております。 

 なお、北西の特例農地内に市のマンホールが設置されており

まして、その経緯について事務局に確認の依頼がございました。

事務局で状況確認いたしましたところ、下水道管理課のほうで

管理をされているということでした。 

 こちらのマンホールの設置の経緯については畑の前の都道に

下水道本管を敷設する工事の際に、隣接する畑の所有者に対し
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て、今後の開発の意向や可能性を確認させていただきまして、

希望された方については本管と一体の工事として、無償で下水

道の枝管を敷設したとのことです。 

 また、こちらの枝管に関しまして、もし今後撤去を希望する

場合については農業者の自己都合となるために、撤去費用は本

人負担になるとのことでございます。 

 このマンホールについては特例農地内にあるため、移設撤去

の検討を行いつつ、少なくとも次の相続時には除くようにお伝

えをしているところです。 

 議案第１号については、以上でございます。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、議案第１号について、確認を担当された委員から

補足説明をお願いします。 

 まず初めに、宮岡委員、お願いします。 

１ ３ 番  こ の 方 は 、 畑 に 行 き ま し て 、 肥 培 管 理 も ち ゃ ん と し て い ま

すし、事務局が言ったように、ニンジンとブロッコリー、ちょ

っとブロッコリーは発育が、種をまいたときにちょっと駄目に

なっちゃって、何回もまいたとかおっしゃっていたんですけれ

ども、キャベツとかもやっていましたし、ブルーベリーも植え

ていて、境もしっかりしていたので問題ないと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 横幕委員、お願いします。 

８ 番   今 、 事 務 局 と 宮 岡 委 員 さ ん が お っ し ゃ っ た と お り で 補 足 す

ることはありません。よく管理されていて問題ないと思います。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、２番です。田中委員、お願いします。 

１ ４ 番  こ の 方 の 畑 の ほ う は 、 ブ ド ウ と ブ ル ー ベ リ ー 、 行 っ た と き

はブドウのほうの剪定が終わっておりまして、液肥をまくと言

っていましたので、どういうふうにまくのかなと思ったら、モ

グラの跡のほうに、雨が降った後に液肥をまくと言っておりま

した。あまり液肥というか肥料をあげ過ぎるとブドウにはよく
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ないと言っていました。 

 大きな木があったんですけれども、その木は何かと聞きまし

たら、梨の木があったそうです。親が結構立派な方で、試験場

の先生から先生、先生と呼ばれている方だったもので、梨のほ

うは親以上に梨はできないから、自分はブドウでやっていると

言っていました。 

 特に、畑のほうは問題ありません。 

 以上です。 

議長   続きまして、横幕委員、お願いします。 

８ 番   今 、 田 中 委 員 さ ん が お っ し ゃ い ま し た が 、 モ グ ラ フ ァ ミ リ

ーを利用した液肥効果を挙げる、そして農薬を極力抑えた方法

ですとか、それからハクビシンが来るので、その進路を研究し

て入口のところに臭い袋を下げるとか、そういった環境負荷の

少ない方法をいろいろ研究されていて、消費者としては非常に

興味のあるところでした。問題ないと思います。 

議長   ありがとうございます。 

 続きまして、３番を嶋田職務代理、お願いします。 

２ 番   こ の 方 で す け れ ど も 、 先 ほ ど 事 務 局 の ほ う か ら 報 告 が あ っ

たように、北側の自宅裏の農地については貸借が始まっており

ます。それと南側の西武線の脇のところですけれども、ここの

ところについても一応貸借の希望が出されていて、一応今、マ

ッチングの準備を進めているということでした。 

 というような状況で、作物は作っていませんでしたけれども、

草とかそういうものの管理のほうは取りあえずできているので

問題ないかなと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、岩崎委員、お願いします。 

１ １ 番  嶋 田 職 務 代 理 が お っ し ゃ る と お り 、 一 応 管 理 は で き て い る

ということなので、今後の貸借に期待したいところでございま

す。 

 以上です。 
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議長   ありがとうございました。 

 続きまして、４番、川野委員、お願いします。 

１ ６ 番  ４ 番 で す け れ ど も 、 こ の 方 は 烏 骨 鶏 を 中 心 に 販 売 し て お り

まして、今回は畑なんですけれども、畑のほうは事務局から御

説明があったとおり、栗、梅等が植わっております。 

 ここで後継者の方が手伝うようになっておりまして、これか

ら頑張っていただければと思います。特に、境界等は問題あり

ませんでした。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、岩崎委員、お願いします。 

１１番 肥培管理のほうは問題ありません。 

 質問があるんですけれども、現況農地で管理は十分にされて

いるんですけれども、地目が墓地の場合は農業委員会として積

極的に地目変更、地目と現況を合わせるような、そういう指導

をしていくべきかというところが、ちょっと迷いがあるんです

けれども、上部機関の通達などを参考に、今回については直せ

るなら直したほうがいいんじゃないですかと、もちろん大原則

として現況と地目は一致させるということが大原則ではあるん

ですけれども、農業委員という立場として、それをより指導し

ていくのかというところが、ちょっと皆様にお聞きできればと

思います。 

 今回については畑の真ん中に地目、墓地の部分があるので問

題ないと思うんですけれども、要はその墓地の部分だけ仮に所

有権移転の売買契約を結んで、法務局に持っていかれると、法

務局は地目が墓地であって、農地だというところに気づかなけ

れば、そのまま３条許可などがなくても通しちゃう可能性はあ

ると思うんですよね。そこのところにリスクがあるからできる

だけ現況と一致したほうがいいというようなことを以前農業会

議の研修で聞いたと思いますけれども、そういう前提の下で、

現地調査のときにどれだけ立ち入るのか、お金がかかったりも

しますので、そこのところはちょっとどういうスタンスなのか
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を教えていただきたいと思います。 

議 長   立 川 で も 、 う ち 墓 の 跡 の と こ ろ が 何 か 所 も 現 在 も あ り ま す 。

その中で農地に変えられた方も結構たくさんいらっしゃいます。 

 ただし、やはり墓地を農地にする場合、手続が大変だという

ことも、手続上はちょっと分からないんですけど、細かいこと

は、大変だからということでなかなかできないという話をよく

言われていました。 

 ただ、農業委員会としましても、できれば農地のほうに転用

していただいたほうがいいですよぐらい、それ以上は積極的に

は基本的には指導はしてないし、恐らく今までもそういった積

極的に指導はしてなかったと思います。 

 あと手続上、ちょっと事務局から教えていただいてもいいで

すか。 

１ １ 番  私 の 認 識 で 補 足 い た し ま す と 、 本 当 に 墓 地 、 本 当 に そ こ に

お骨が埋まっている、本当の墓地をやめて農地にするときはや

はり骨を動かすということがあるので、墓地埋葬法、墓埋法の

手続なんかで、要は墓じまい的なものをちゃんと行政としてや

らなきゃ、衛生面も含めてだと思うんですけれども、現況はそ

れはもう終わっていて、現況は農地になって墓じまいは終わっ

ている、ただ地目だけが墓地になっているという状態のところ

を地目変更するのはそんなに大変なことなのかどうか。法務局

で、お金はかかるかもしれません。法務局のお金はかかるけれ

ども、行政手続上、そんなに難しいものなのかというところを

ちょっとお聞きしたいんですけれども。 

主 事   今 、 御 質 問 い た だ い て お り ま す 地 目 が 墓 地 で 残 っ て い て 、

現状農地として使用されている箇所についてでございます。実

際に岩崎委員がおっしゃっていただいたように、農地の取扱い

については現況主義というところがございますので、実際に地

目問わず現況が農地ということであれば、農地台帳の登録であ

ったり、またそれに準じて生産緑地、納税猶予の制度、そうい

ったところの手続につながるということでございます。 

 その中で、実際にその墓地が現状は農地として使用されてい
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るわけで、そこの登記地目の変更の手続につきましては、ちょ

っとこちらの確認をさせていただければと思います。現状ちょ

っとそういった手続にかかるお手間であったりとか、金銭的な

負担の部分、そういった部分については承知してございません

ので、一旦事務局にて預からせていただければと思っておりま

す。 

１ １ 番  お 願 い し ま す 。 去 年 私 が 農 業 会 議 の 研 修 で 、 登 記 地 目 と 現

況をなるべく合わせるようにみたいな、法務局の要請があった

が、あまりされていないから、さらにもう一回確認しなさいと

いうような通知を研修で見たような覚えがあるんですよね。そ

れを持ってくればよかったんですけれども、そこのところも含

めて、墓地は例外なのか、対象は宅地なのかというところもあ

るので、そこと合わせて確認をさせてもらえたら、今度、はっ

きりするかなと思います。 

議 長   今 後 の 調 査 の 中 で 、 や は り こ れ は 積 極 的 に 言 っ て い い も の

かどうかというところもあると思うんですけれども、本来は言

わなくちゃいけないかなと思うんですけれども。 

１ １ 番  法 務 局 の 人 だ っ た ら 言 わ な き ゃ い け な い と 思 う ん で す よ ね 。

農業委員としてやるかどうか。要は人によって言って、人によ

って言わないというのを避けたいという趣旨です。 

局 長   今 、 岩 崎 委 員 か ら の お 尋 ね で ご ざ い ま す 。 原 理 原 則 と し て

は、やはり登記と現状を合わせるというのが原則だと思います。

ただその原則的なところのお話は、やはりする必要があるのか

なというふうには思います。ただその現状をしっかりとそれに

合わせていくという、この手法がそれが経済的な負担であった

り、あるいは申請にかかる時間であったり、先ほど墓地埋葬法

の話が出てまいりました。実際に、お骨が埋葬されている場合

にはそこの衛生面も含めましてしっかりとそこを処置した後に

戻さないといけないという非常に大きな手間がありますので、

簡単にそれを戻すというのはなかなか難しいかなと思いますが、

現状としてはもうそこのお骨もない。農地として普通に使って

いるんだけれども、登記簿上のところが違うということなので
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あればそれはやはりそのように現状としては直していただくの

が原則なので、御検討ください、なりのお話をすることも必要

なのかなというふうに、事務局では考えております。 

 以上でございます。 

議 長   と い う こ と で 、 あ っ た 場 合 は 指 導 と し て は 農 地 に 転 用 し て

くださいというふうな指導ぐらいでいいのではないかと思いま

すので、それを委員皆さんに共有していただいたほうがいいと

いうことで。 

１１番 どちらかで統一してほしいです。 

議長   そういうことですね。分かりました。 

 今、４番までいったから、岩崎さんまでいったので、５番で

すね。 

 ５番を岡部委員、お願いします。 

１ ７ 番  こ ち ら は 栗 園 で あ り ま し た 。 伺 っ た 日 に は 、 落 ち 葉 を 集 め

て堆肥づくりをしておりまして、あと込み入った枝を落とした

りの作業をしておりました。大変きれいに管理されておりまし

て、３年前の調査のときも私も立ち会ったんですけれども、そ

のときに面積からいってかなり栗があるから、少し自家用だけ

ではなく販売も考えたらと言われたことを本人は気にしており

まして、今回、近隣の酪農さんがアイスクリームを始めまして、

一部試験的に施設のものということで利用してもらったのと、

あと親族の中に理髪店をやっている方がいまして、そちらでお

得意さんに配ったりという活用法をとっているようで、あとは

主に自家用ということでございました。 

 本当にきれいにやっておりますので、畑自体は問題ないと思

います。 

 以上です。 

議長   続きまして、岩崎委員、お願いします。 

１１番 特に補足はございません。 

議長   次、続きまして、６番です。 

 内野委員、お願いします。 

４ 番   こ の 方 の 畑 な ん で す け れ ど も 、 境 界 石 も 確 認 で き ま し た し 、
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肥培管理も良好で、特に問題ありません。先ほどお話にあった

マンホールなんですけれども、本人にこの間聞いてみたところ、

次回の相続のときに一応特例農地から外すということを言って

いました。 

 以上です。 

議長   続きまして、岩崎委員、お願いします。 

１１番 特に、問題ないと思います。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、私の担当したのは１番と２番ですけれども、この

１番、２番については先ほど委員さんから報告があったとおり

で問題はないと思います。 

 以上です。 

 それ以降、職務代理、よろしくお願いいたします。 

２ 番   私 の 担 当 し た と こ ろ で 大 き な 問 題 に な る と こ ろ は な か っ た

んですけれども、先ほど来から話題に出ているうち墓ですとか、

その辺の扱いをどう指導していくかということは今ちょっと議

論していただいて、できるだけ現況に合わせた地目に合わせて

くださいという指導をしていこうということなんですけれども、

詳しいことはその場で説明しなくていいと思いますけれども、

ざっとそれを変えるための窓口はどこだとか、それぐらいのこ

とはちょっと補足で事務局さんのほうで申し訳ないですけれど

も調べてもらうことが必要なのかなというふうに思います。指

導する限りは、一応、やってください、ここへ相談してくださ

い、ぐらいのことは言えるように、委員のほうも勉強する必要

があるのかなと思いました。 

 それとあと６の方ですけれども、６－２のところに先ほど来、

話になっているマンホールの件なんですけれども、今回は引き

続きということで最初のときにここは対象から外れていなかっ

たので、一応口頭で、今度何かあるときにはという話をその場

でしたんですけれども、今、内野委員からあったように、次回

にはということだったので、これも同じことなんですけれども、

電柱だとか、そういうことに関しても本来は外してもらいたい
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ところですけれども、外れてなくて１回目といったら変ですけ

れども、通っていて引き続きのときには一言、次回のときには

ちょっと相談してもらって、外す方向で検討してください、ぐ

らいの話はしたほうがいいのかなというふうに思いました。そ

んなところですかね。 

議長   ありがとうございました。 

 ただいま説明がありました件について、何か質問がありまし

たらお願いしたいと思います。ありませんか。 

   ……質疑なしの声 

議長   それでは、質問がないと認め、採決に移ります。 

 議案第１号、引き続き農業経営を行っている旨の証明につい

て、証明することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

   ……全員挙手 

議長   ありがとうございました。 

 全員挙手ということで、証明することに決します。 

 続きまして、その他で何かございますか。 

次長   その他、特にはございません。 

議 長   な い よ う で し た ら 、 本 日 の 審 議 予 定 は こ れ で 終 了 で ご ざ い

ます。 

 次回の農業委員会は２月２５日火曜日、午後３時から、２０

８・２０９会議室で行います。 

 本日も慎重審議をいただきまして、ありがとうございました。 

午後３時４２分 閉会  
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以上のとおり会議の顛末を記録して、相違ないことを 

証するため、署名捺印する。 

 

 

農業委員会議長 

 

 

議事録署名委員 

 

 

議事録署名委員 


